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五

年

十

月
十
一
日

受

付

開

始

日

目

次

規

則

○
岐
阜
県
科
学
技
術
振
興
セ
ン
タ
ー
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す

る
規
則

(

産
業
デ
ジ
タ
ル
推
進
課)

一
ペ
ー
ジ

規

則

岐
阜
県
科
学
技
術
振
興
セ
ン
タ
ー
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
五
年
十
月
十
一
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
規
則
第
六
十
六
号

岐
阜
県
科
学
技
術
振
興
セ
ン
タ
ー
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

岐
阜
県
科
学
技
術
振
興
セ
ン
タ
ー
条
例
施
行
規
則(

平
成
十
一
年
岐
阜
県
規
則
第
三
号)

の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

題
名
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

テ
ク
ノ
プ
ラ
ザ
も
の
づ
く
り
支
援
セ
ン
タ
ー
条
例
施
行
規
則

第
一
条
中｢

岐
阜
県
科
学
技
術
振
興
セ
ン
タ
ー
条
例｣

を｢

テ
ク
ノ
プ
ラ
ザ
も
の
づ
く
り
支
援
セ
ン

タ
ー
条
例｣

に
改
め
る
。

第
二
条
第
一
項
中｢

以
下
こ
の
条
か
ら
第
四
条
ま
で｣

を｢

。
次
条
、
第
四
条
及
び
別
表
第
一｣

に

改
め
る
。

第
三
条
第
二
項
中｢

取
り
消
し｣

の
下
に｢

、
若
し
く
は
使
用
の
停
止
を
命
じ｣

を
加
え
、｢

利
用

不
承
認(

取
消)

通
知
書｣

を｢

利
用
不
承
認(

取
消
・
停
止)

通
知
書｣

に
改
め
る
。

第
九
条
第
一
項
第
一
号
中｢

セ
ン
タ
ー｣

を｢

テ
ク
ノ
プ
ラ
ザ
も
の
づ
く
り
支
援
セ
ン
タ
ー(

以
下

｢
セ
ン
タ
ー｣

と
い
う
。)｣

に
改
め
る
。

別
表
第
一
中
備
考
以
外
の
部
分
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

別
表
第
一(
第
二
条
関
係)

一

本
館
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火
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日
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曜
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発
行

(

休
日
に
当
た
る

と
き
は
翌
日)

令
和
五
年
十
月
十
一
日



二

第
一
別
館

三

第
二
別
館

四

ベ
ン
チ
ャ
ー
フ
ァ
ク
ト
リ
ー

別
表
第
一
備
考
第
一
号
中｢

多
目
的
ホ
ー
ル
又
は
会
議
室
を｣

を
削
り
、｢

指
定
管
理
者｣

を｢

知

事｣

に
改
め
る
。

別
表
第
二
一
の
表
同
時
通
訳
設
備
の
項
を
削
る
。

別
表
第
二
二
の
表
中｢

及
び
研
修
室｣

を｢

、
実
証
室
、
研
修
室
及
び
講
師
控
室｣

に
改
め
、
同
表

オ
ー
バ
ー
ヘ
ッ
ド
プ
ロ
ジ
ェ
ク
タ
ー
の
項
、
ス
ラ
イ
ド
映
写
機
の
項
、
コ
ン
パ
ク
ト
デ
ィ
ス
ク
プ
レ
ー

ヤ
ー(

カ
セ
ッ
ト
テ
ー
プ
レ
コ
ー
ダ
ー
付)

の
項
及
び
第
四
会
議
室
映
像
音
声
送
受
信
設
備(

テ
レ
ビ

会
議
装
置
を
含
む
。)

の
項
を
削
る
。

別
表
第
二
備
考
第
二
号
及
び
第
三
号
中｢

の
範
囲
内
で
指
定
管
理
者
が
定
め
る
利
用
料
金
の
額｣

を

削
り
、
同
表
備
考
中
第
四
号
を
削
り
、
第
五
号
を
第
四
号
と
し
、
第
六
号
を
第
五
号
と
す
る
。

別
記
第
一
号
様
式
注
及
び
別
記
第
一
号
様
式
の
二
注
中｢岐

阜
県
科
学
技
術
振
興
セ
ン
タ
ー
指
定
管

理
者
｣

を｢テ
ク
ノ
プ
ラ
ザ
も
の
づ
く
り
支
援
セ
ン
タ
ー
指
定
管
理
者
｣

に
、｢と

す
る
｡
｣

を｢と

す
る
｡
な
お
､
指
定
管
理
者
が
必
要
と
認
め
る
場
合
は
､
こ
の
様
式
に
準
じ
て
指
定
管
理
者
が
別
に
定

め
る
様
式
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
｡
｣

に
改
め
る
。

別
記
第
二
号
様
式
中｢岐

阜
県
科
学
技
術
振
興
セ
ン
タ
ー
指
定
管
理
者
｣

を｢テ
ク
ノ
プ
ラ
ザ
も
の

づ
く
り
支
援
セ
ン
タ
ー
指
定
管
理
者
｣

に
改
め
る
。

別
記
第
三
号
様
式
中｢利

用
不
承
認
(取
消
)
通
知
書
｣

を｢利
用
不
承
認
(取
消
・
停
止
)
通
知

書
｣

に
、｢取

り
消
し
た
｣

を｢取
り
消
し
た
・
停
止
を
命
じ
ま
す
｣

に
、｢

(取
消
し
の
｣

を｢
(取

消
し
の
・
停
止
の
｣

に
、｢の

通
知
を
受
け
た
｣

を｢が
あ
っ
た
こ
と
を
知
っ
た
｣

に
改
め
、
同
様
式

注
中｢岐

阜
県
科
学
技
術
振
興
セ
ン
タ
ー
指
定
管
理
者
｣

を｢テ
ク
ノ
プ
ラ
ザ
も
の
づ
く
り
支
援
セ
ン

タ
ー
指
定
管
理
者
｣

に
改
め
る
。

別
記
第
四
号
様
式
注
中｢岐

阜
県
科
学
技
術
振
興
セ
ン
タ
ー
指
定
管
理
者
｣

を｢テ
ク
ノ
プ
ラ
ザ
も

の
づ
く
り
支
援
セ
ン
タ
ー
指
定
管
理
者
｣

に
、｢と

す
る
｡
｣

を｢と
す
る
｡
な
お
､
指
定
管
理
者
が

必
要
と
認
め
る
場
合
は
､
こ
の
様
式
に
準
じ
て
指
定
管
理
者
が
別
に
定
め
る
様
式
に
よ
る
こ
と
が
で
き

る
も
の
と
す
る
｡
｣

に
改
め
る
。

別
記
第
五
号
様
式
か
ら
別
記
第
八
号
様
式
ま
で
の
規
定
中｢岐

阜
県
科
学
技
術
振
興
セ
ン
タ
ー
指
定

管
理
者
｣

を｢テ
ク
ノ
プ
ラ
ザ
も
の
づ
く
り
支
援
セ
ン
タ
ー
指
定
管
理
者
｣

に
改
め
る
。

附

則

１

こ
の
規
則
は
、
令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
現
に
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
前
の
岐
阜
県
科
学
技
術
振
興
セ
ン
タ
ー
条
例

施
行
規
則
の
規
定
に
よ
り
作
成
さ
れ
て
い
る
用
紙(

以
下｢

旧
用
紙｣

と
い
う
。)

が
あ
る
場
合
に

お
い
て
は
、
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
後
の
テ
ク
ノ
プ
ラ
ザ
も
の
づ
く
り
支
援
セ
ン
タ
ー
条
例
施
行
規

則
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
旧
用
紙
を
そ
の
ま
ま
使
用
す
る
こ
と
を
妨
げ
な
い
。
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ベ
ン
チ
ャ
ー
フ
ァ
ク
ト
リ
ー

区

分

研
修
室

区

分

研
修
室
及
び
講
師
控
室

区

分

実
証
室

会
議
室

多
目
的
ホ
ー
ル

知
事
が
別
に
定
め
る
日

受

付

開

始

日

使
用
を
開
始
し
よ
う
と
す
る
日
の
属
す
る
月
の
三
月
前
の
月
の
初
日

受

付

開

始

日

使
用
を
開
始
し
よ
う
と
す
る
日
の
属
す
る
月
の
三
月
前
の
月
の
初
日

受

付

開

始

日

使
用
を
開
始
し
よ
う
と
す
る
日
の
属
す
る
月
の
三
月
前
の
月
の
初
日

使
用
を
開
始
し
よ
う
と
す
る
日
の
属
す
る
月
の
六
月
前
の
月
の
初
日

使
用
を
開
始
し
よ
う
と
す
る
日
の
属
す
る
月
の
十
二
月
前
の
月
の
初
日

令
和
五
年
十
月
十
一
日
発
行

岐
阜
市
薮
田
南
二
丁
目
一
番
一
号

発
行
者

岐

阜

県

発
行
所

岐

阜

県

庁

編

集

岐
阜
市
三
輪
ぷ
り
ん
と
ぴ
あ
十
三
―
一

岐

阜

文

芸

社


